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公立大学法人新潟県立看護大学の中期目標期間の業務実績評価(期間評価)実施要領 

 
平成 31 年２月１日 

新潟県公立大学法人評価委員会 

第１ 趣旨 
この要領は、地方独立行政法人法（以下「法」という。）第 78 条の２の規定及び当該規

定に基づき定められた県規則（新潟県公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関す

る規則）に基づき、新潟県公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という｡)が行う

公立大学法人新潟県立看護大学（以下「法人」という｡)の中期目標期間の業務実績に関す

る評価（以下「期間評価」という｡)を適切に行うため、評価の実施に関し必要な事項を定

めるものとする。 
 
第２ 評価の目的 
評価委員会が行う評価は、法人の業務運営の自主的かつ継続的な見直し・改善を促し、

もって、法人の業務の質的向上、業務運営の効率化、透明性の確保に資することを目的と

して行う。 
 
第３ 評価の基本方針 
期間評価は、中期目標の達成状況を確認する観点から行い、評価に当たっては、総合的

かつ効率的に行うこととする。 
なお、評価の際は、大学の教育研究の特性や大学運営の自主性・自律性に配慮するとと

もに、評価を通じて、法人の中期目標の達成状況を県民に分かりやすく示すよう努めるも

のとする。 
 

第４ 期間評価の実施時期 
期間評価は、当該中期目標期間終了後、概ね５月以内に実施するものとする。 

 
第５ 期間評価の実施方法 
１ 評価手法 

期間評価は、その目的を効率的かつ効果的に達成するため、業務実績に基づき法人

が行う自己評価結果を踏まえ、項目別に評価の上、中期目標の達成状況について総合

的な評価（全体評価）を行う。 
 

２ 評価項目 
評価項目は、表１のとおりとする。 
 

３ 評価基準 
評価にあたっては、表２の取扱いを基本に、取組状況や目標の難易度、外的要因等、

それぞれの状況を総合的に勘案して評価するものとする。 
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なお、評価にあたっては、法第 79 条の規定に基づき、学校教育法（昭和 22 年法律

第 26 号）第 109 条第２項に規定する認証評価機関の教育及び研究の状況についての

評価を踏まえるものとする。 
 

４ 評価の手順 
(1) 中項目別評価 

ア 法人による実績報告 
法人は、事業単位及び指標単位の業務実績（中期計画における各事業の実施状況

及び事業の成果に関する指標の達成度）をとりまとめ、表１に定める中項目ごとに、

３に定める評価基準に沿い自己評価の上、業務実績報告書を作成し、中期目標の期

間の終了後３月以内に評価委員会に提出する。 
なお、指標の達成度の算定基準は、表３のとおりとする。ただし、指標の性質か

ら、表３により達成度を算定しがたい指標については、表３－２によるものとする。 
 

イ 評価委員会による検証・評価 
評価委員会は、法人から提出された業務実績報告書について、法人関係者からの

ヒアリング等により検証の上、表１で定める中項目ごとに、３に定める評価基準に

より、評価する。 
なお、評価委員会は、検証、評価を行う上で必要がある場合、法人に対して資料

の追加提出を求めることができるものとする。 
 

ウ 法人意見の聴取、申立て機会の付与 
評価の透明性、正確性を確保するため、評価委員会は、法人の実績報告・自己評

価に基づき実施した中項目評価について、評価結果の決定に先立ち、法人に評価結

果案を提示し、意見申立ての機会を付与する。 
なお、法人は、当該案に対する意見を、書面により評価委員会に申し出るものと

する。 
 

エ 評価の確定 
評価委員会は、中項目別評価案に対する法人意見を踏まえ、必要に応じて法人関

係者の説明を受けて当該意見の適否を審議し、当該案に修正を加える等により中項

目別評価を確定する。 
 

(2) 大項目別評価 
評価委員会は、(1)における中項目別評価結果を踏まえ、表１に定める大項目ごとに、

３に定める評価基準により、中期目標の達成状況を総合的に勘案して評価する。 
 

(3) 全体評価 
評価委員会は、項目別評価の結果を踏まえ、３に定める評価基準により、中期目標
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の全体的な達成状況を総合的に勘案して評価する。 
 
第６ 評価結果の取扱い等 
１ 評価結果の通知及び公表等 

評価委員会は、評価結果を確定したときは、評価書としてとりまとめ、遅滞なく当

該評価書を法人及び知事に送付するとともに新潟県ホームページ等で公表する。 
 

２ 評価結果の活用 
法人は、評価結果を自らの業務運営等の見直し又は改善に活用・反映させていくも

のとする。 
なお、評価委員会は、評価に際し、従前の評価結果等に対する法人の業務運営への

活用・反映状況等を確認するものとする。 
 
第７ 評価方法の継続的な見直し 
この要領については、期間評価の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。 

 
第８ その他 
この要領に定めるもののほか、評価の実施に際して必要な事項は、評価委員会が別に定

める。 
 

 

附 則 
 この要領は、平成 31 年４月１日から施行する。 
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（表１：期間評価における評価項目） 

評価 

区分 
全体評価 

項目別評価 

大項目別評価 中項目別評価 

評価 

対象 

項目別評価

を踏まえ

た、中期目

標全体の進

捗状況 

中項目別評価を踏まえた、中期目

標における次の７区分ごとの進捗

状況 

事業単位及び指標単位（小項目別）の業務実績を

基に、法人が行う自己評価を踏まえた、中期計画

における次の区分ごとの進捗状況 

 （中期計画） 

評
価
項
目 

中
期
目
標
全
体 

１ 教育に関する目標 

（中期目標 第２の１） 

(1) 学生の確保 第１の１（１） 

(2) 教育の内容 第１の１（２） 

(3) 教育の実施体制 第１の１（３） 

(4) 学生への支援 第１の１（４） 

２ 研究に関する目標 

（中期目標 第２の２） 

(1) 研究水準及び成果等 第１の２（１） 

(2) 研究実施体制の整備等 第１の２（２） 

３ 地域貢献・国際交流に関する目

標 

（中期目標 第２の３） 

(1) 地域社会ニーズへの対応 第１の３（１） 

(2) 地域社会との連携 第１の３（２） 

(3) 国際交流 第１の３（３） 

４ 業務運営の改善及び効率化に

関する目標 

（中期目標 第３） 

(1) 運営体制の改善 第２の１ 

(2) 人事の適正化 第２の２ 

(3) 事務の効率化・合理化 第２の３ 

５ 財務内容の改善に関する目標 

（中期目標 第４） 

(1) 自己収入の増加 第３の１ 

(2) 経費節減 第３の２ 

(3) 資産の運用管理の改善 第３の３ 

６ 自己点検・評価及び情報公開の

推進に関する目標 

（中期目標 第５） 

(1) 自己点検・評価の実施 第４の１ 

(2) 情報公開の推進 第４の２ 

７ その他業務運営に関する重要

目標 

（中期目標 第６） 

(1) 法令遵守の推進 第５の１ 

(2) 施設の効率的整備 第５の２ 

(3) 危機管理 第５の３ 

(4) 人権の保護 第５の４ 

※ 中期計画の第６から第 10 に係る実績については、全体評価の際に参考情報として用いる。 
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（表２：期間評価における評価基準） 

評価区分 評定 標 語 評価の目安 

項 

目 

別 

評 

価 

中項目別 

評   価 

ｓ 

ａ 

ｂ 

ｃ 

ｄ 

中期計画の達成状況は優れている 

中期計画の達成状況は良好である 

中期計画の達成状況は概ね良好である 

中期計画の達成状況はやや不十分である 

中期計画の達成状況は不十分である 

特に優れる若しくは顕著な成果 

上回る若しくは十分な実施 

実施 

下回る若しくは実施が不十分 

特に劣る若しくは実施せず 

大項目別 

評    価 

Ｓ 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

中期目標の達成状況は優れている 

中期目標の達成状況は良好である 

中期目標の達成状況は概ね良好である 

中期目標の達成状況はやや不十分である 

中期目標の達成状況は不十分である 

大項目（７区分）別に、中期目

標の達成状況について、中項目

別評価から総合的に勘案し、評

価 

全体評価 

中期目標の達成状況は優れている 

中期目標の達成状況は良好である 

中期目標の達成状況は概ね良好である 

中期目標の達成状況はやや不十分である 

中期目標の達成状況は不十分である 

中期目標全体の達成状況につい

て、項目別評価から総合的に勘

案し、評価 

 

（表３：指標の達成度の算定基準） 

 符号 標 語 達成度の算定基準 

指標の達成度 

◎ 達成 達成率 100％若しくは 100％以上 

○ 概ね達成 達成率 80％以上 100％未満 

△ やや遅れている 達成率 60％以上 80％未満 

▲ 遅れている 達成率 60％未満 

 

（表３-２：実施要領第５の４(1)ア表３の基準を適用しない指標の達成度の算定基準） 

指 標 符号 標 語 達成度の算定基準 

「国家資格の取得率」 

の達成度 

《参考：評価方法》 

 ・看護師合格率 

 ・保健師合格率 

 ・助産師合格率 

◎ 達成 合格率 100％ 

○ 概ね達成 合格率「直近の全国合格率平均値」以上 100％未満 

△ やや遅れている 合格率 80％以上「直近の全国合格率平均値」未満 

▲ 遅れている 合格率 80％未満 

「就職希望者の就職

率」の達成度 

◎ 達成 就職率 100％ 

○ 概ね達成 
就職率「直近の公立大学医療福祉系学部における就職

希望者の就職率の全国平均値」以上 100％未満 

△ やや遅れている 
就職率 80％以上「直近の公立大学医療福祉系学部に

おける就職希望者の就職率の全国平均値」未満 

▲ 遅れている 就職率 80％未満 

 




